
 

市営建設関連業務の成績評定要領  

平成２０年８月８日市長決裁 

令和６年１２月２５日改正 

（目的 )  

第１  この要領は、市営建設関連業務の委託契約に係る成績評定 (以下「評定」

という。 )に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、

もって業者の適正な選定並びに指導・育成に資することを目的とする。 

（用語の意義 ）  

第２  この要領に使用する用語の意義 は、市営建設関連業務の監督要綱

において使用する用語の例による。  

 （評定の対象）  

第３  評定は、１契約に係る設計金額 が５０万円を超える業務 について

行うものとする。  

（評定者 )  

第４  評定者は、検査員、総括調査員または主任調査員、及び調査員 と

する。  

（評定の様式 )  

第５  評定は、 委託 業務成績採点表 (以下「採点表」という。 採点様式

第１号～第３号 )によって行うものとする。  

（評定の方法 )  

第６  評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごと

に独立して的確かつ公正に行うものとする。  

２  総括調査員または主任調査員 は、完了確認を行うととも に評定決定

後は採点表を取りまとめ、検査日時までに検査員 に送付するものとす

る。ただし、検査当日に止むを得ず納入等される場合は、検査 員と 事

前に調整のうえ検査執行と同時に評定を行うことができるものとす

るが、その評定結果は速やかに検査員に報告するものとする。  

（採点表の報告 )  

第７  評定者 は、検査の完了時に業務委託成績採点結果を 採点表によ り

契約担当者（財務規則第２条 第１０ 号に規定するもの） に報告する も

のとする 。  

 （補則） 

第８ この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附  則  

１  この要領 は、平成２０年１０月１日から施行する。  

２ この要領の規定は、平成２０年１０月１日以降に契約する業務に適用する。  

附 則 

この要領は、令和７年１月１日から施行する。 


